
中小企業の「監査役」の設置傾向 

 現在の会社法では、中小企業（株式譲渡

制限会社・大会社でない会社）は、監査役の

設置は義務ではありません。任意で設置す

ることは可能ですが、人材確保やコスト面

から、監査役を置かないケースが多く見ら

れます。ただし、次のような場合には、監査

役を設置する必要があります。 

⑴ 取締役会を設置している株式会社 

 中小企業でも取締役会設置会社は、原則

として監査役を置かなければなりません

（会計参与を置く非公開会社など例外はあ

ります）。 

⑵ 会計監査人を設置する会社 

 会計監査人を置く場合も監査役の設置が

必要です。上場準備や貸借対照表公告会社

など、企業が一定規模へ移行する段階で、

監査役の設置が増えます。 

 このため、金融調達ルートが広い中堅企

業、ベンチャーキャピタル出資企業、IPO 志

向の企業、公共サービス関連法人（社会的

信頼性が重視される法人）は、一般企業よ

り設置率が高くなる傾向があるようです。 

「会計限定監査役」とは？ 

 一方、中小企業（株式譲渡制限会社・大会

社でない会社）は、監査役の職務範囲を「会

計」に限定した「会計限定監査役」を設置す

ることができます。 

 通常、監査役は「会計監査」に加え、取締

役の職務が法令や定款に違反していないか

を確認する「業務監査」も行います。 

 会計限定監査役は「業務監査」の権限を

持たず、「会計監査」に専念します。計算書

類等を監査し報告書を作成、株主総会提出

書類を調査・報告します。責任範囲が限定

されるため適任者を確保しやすいというメ

リットがあります。 

「会計限定監査役」を導入するには 

 「会計限定監査役」を設置する場合には、

次の手続が必要となります。 

⑴ 定款変更（株主総会の特別決議） 

 株主総会で「監査役の権限を会計に限定

する旨」の条文追加を決議します（特別決

議・2/3 以上）。 

⑵ 法務局での登記 

 定款変更日から 2 週間以内に管轄法務局

で登記申請が必要です。 

 会計限定となった監査役は、取締役会の

出席義務もなくなりますので、社内のガバ

ナンスも変化することになります。 
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中小企業が活用できる制度の一つ 

「会計限定監査役」とは？ 

実務のハードルが下

がっても、重い責任

がある仕事には変わ

りません。 
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